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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３７１５） 

 

 東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税更正処分等取消請求控訴事件 

 国側当事者・国（柏税務署長） 

 令和４年５月１８日棄却・上告受理申立て 

 （第一審・東京地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和３年９月１７日判決、本資料２７

１号－１０４・順号１３６０６） 

 

    判    決 

 控訴人（原審原告）      甲 

 控訴人（原審原告）      乙 

 控訴人（原審原告）      丙 

 控訴人（原審原告）      丁 

 控訴人ら訴訟代理人弁護士   高橋 貴美子 

 被控訴人（原審被告）     国 

 同代表者法務大臣       古川 禎久 

 処分行政庁          柏税務署長 

                西村 英樹 

 同指定代理人         市原 麻衣 

 同              淵 政博 

 同              宗形 久美子 

 同              中島 千恵 

 

    主    文 

 １ 本件各控訴をいずれも棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨（以下、略称は原判決の例による。） 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 柏税務署長（本件税務署長）が平成２９年１１月２８日付けで控訴人らに対してそれぞれし

た次の（１）ないし（３）の各部分に関する各処分（本件各処分）をいずれも取り消す。 

  （１）被相続人戊（本件父）に係る平成２４年分の所得税の各更正処分（平成２４年分各更正処

分）のうち総所得金額マイナス１２３万５８５９円を超える部分及び翌年へ繰り越す純損失

の金額２６５万３９７６円を下回る部分 

（２）本件父に係る平成２５年分の所得税の各更正処分（平成２５年分各更正処分）のうち総所

得金額マイナス１０８万５９３０円を超える部分及び翌年へ繰り越す純損失の金額３２０万

１３２３円を下回る部分 

（３）本件父に係る平成２６年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分（平成２６年分各更

正処分）のうち総所得金額２４万５４６２円を超える部分、分離長期譲渡所得（一般分）の
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金額２１２０万１９９０円を超える部分及び納付すべき税額４３９万１７００円を超える部

分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分 

 第２ 事案の概要 

  １ 本件は、本件父が、平成２４年分確定申告書、平成２５年分確定申告書及び平成２６年分確

定申告書を提出し、本件父の相続人である控訴人らが、平成２６年分修正申告書を提出した

ところ、本件税務署長が、①原判決別紙３建物目録記載の建物（本件建物）のうち本件父の

持分５５分の２４に係るもの（本件資産）については、本件父が本件祖父から本件贈与によ

り取得した本件土地１を含む本件贈与資産のうち、本件土地１を譲渡したことにつき、租税

特別措置法３７条１項の規定の適用を受けてその買換資産として取得したものであり、同法

３７条の３第１項柱書きに規定する「第３７条第１項（括弧内略）の規定の適用を受けた者

（括弧内略）の買換資産」に該当するから、その取得価額は、同法３７条の３第１項柱書き

及び同項３号の規定により、いわゆる引継価額で計算すべきであること、②原判決別紙２土

地目録記載２から７までの土地（本件土地２から７まで）の取得費（概算取得費）の額を計

算するに当たり、本件土地２から７まで及び本件建物の譲渡（本件譲渡）による収入金額を

本件土地２から７までの収入金額と本件建物の収入金額とに区分する計算方法としては、本

件譲渡による収入金額を本件土地２から７までの相続税評価額と本件建物の相続税評価額と

の比で按分して計算する按分法を採用すべきであることなどを理由に、平成２４年分から平

成２６年分までにおける本件建物の貸付け（本件貸付け）に係る不動産所得の金額及び平成

２６年分における本件譲渡に係る分離長期譲渡所得（一般分）の金額に誤りがあるなどとし

て、本件各処分をしたところ、控訴人らが、①本件贈与が負担付贈与であったことなどに鑑

みると、昭和６２年７月にされた本件土地１の譲渡につき租税特別措置法３７条１項に規定

する要件を満たしていないから、本件資産は、同法３７条の３第１項柱書きに規定する「第

３７条第１項（括弧内略）の規定の適用を受けた者（括弧内略）の買換資産」に該当せず、

同法３７条の３第１項柱書き及び同項３号の規定を適用することはできない旨、②本件土地

２から７までの取得費（概算取得費）の額を計算するに当たり、本件譲渡による収入金額を

本件土地２から７までの収入金額と本件建物の収入金額とに区分する計算方法としては、本

件譲渡による収入金額から本件建物の固定資産税評価額を控除して計算する差引法を採用す

べきである旨などを主張して、本件各処分の取消しを求めた事案である。 

  ２ 原判決は、控訴人らの請求はいずれも理由がないとして、これらを棄却したところ、控訴人

らはその全部を不服として控訴した。 

  ３ 「主な関係法令等の定め」、「前提事実」、「争点及び争点に関する当事者の主張」は、原判決

を以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の２な

いし４記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決４頁２２行目以降の各「別紙１」をいずれも「原判決別紙１」と改める。 

（２）原判決６頁１７行目の「別紙２」を「原判決別紙２」と改める。 

（３）原判決８頁５行目の「別紙３」を「原判決別紙３」と改める。 

（４）原判決８頁２４行目以降の各「別紙４」をいずれも「原判決別紙４」と改める。 

（５）原判決９頁７行目以降の各「別紙６」をいずれも「原判決別紙６」と改める。 

（６）原判決１０頁２１行目以降の各「別紙７」をいずれも「原判決別紙７」と改める。 

（７）原判決１５頁６行目の「取引により取得した」の次の「取得した」を削る。 
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（８）原判決１７頁１６行目の末尾を改行して、以下のとおり加える。 

「（ウ）控訴人らは、後記イ（エ）のとおり、租税特別措置法３７条１項の要件を満たさない

にもかかわらず、これを満たすものとして確定申告書が提出された場合、更正処分は

除斥期間内に行わなければならないが（国税通則法７０条）、除斥期間を徒過した場合

においても租税特別措置法３７条の３を適用して課税することは、国税通則法７０条

の制度趣旨に反し、許されない旨主張する。 

しかしながら、本件において同条によって許されないのは、本件父が、本件土地１の

譲渡に係る昭和６２年分の分離長期譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法３７条１

項の規定の適用を受けたことに対して、同項の適用を否認して昭和６２年分の所得税を

追徴課税することであるから、本件資産が租税特別措置法３７条の３第１項の柱書きに

規定する「第３７条第１項（括弧内略）の規定の適用を受けた者（括弧内略）の買換資

産」に該当するとして、同法３７条の３第１項の規定を適用したとしても、何ら国税通

則法７０条の趣旨に反するものではない。 

（エ）控訴人らは、後記イ（オ）のとおり、本件父による本件土地１の譲渡は、租税特別措

置法３７条１項の要件を満たしていないので、昭和６２年分で課税されるべき譲渡益に

対する抽象的租税債務は繰り延べられないところ、同譲渡益に対する国税徴収権は、既

に時効により消滅しているので、租税債務自体が存在せず、租税特別措置法３７条の３

による課税の前提を欠く旨主張する。 

しかしながら、本件父が租税特別措置法３７条１項の規定の適用を受ける旨の申告を

したことによって、本件土地１の譲渡益に対する抽象的租税債務は具体化（確定）し、

本件土地１の譲渡益については昭和６２年分の分離長期譲渡所得の金額に計上しないも

のとして確定する一方で、後日買換資産の譲渡によって実現した譲渡益に対して課税が

行われることになるのであるから、そもそも、本件土地１の譲渡益に対する国税徴収権

の消滅時効は問題とならない。本件では、買換資産である本件資産によって生じた平成

２６年分の譲渡所得を課税対象とし、旧譲渡資産である本件土地１によって生じた昭和

６２年分の譲渡所得を課税対象とするものではないから、控訴人らの主張は前提を誤っ

ており、失当である。」 

（９）原判決１７頁１７行目の「（ウ）」を「（オ）」と改める。 

（10）原判決１７頁２２行目以降の各「別紙１０」をいずれも「原判決別紙１０」と改める。 

（11）原判決２１頁２３行目の「課税の繰延べをすべきとはいえないし」を「課税の繰延べ効果

は発生しないし」と改める。 

（12）原判決２５頁２１行目の末尾を改行して、以下のとおり加える。 

「（エ）租税特別措置法３７条１項の要件を満たさないにもかかわらず、これを満たすものと

して確定申告書が提出された場合、更正処分は除斥期間内に行わなければならないが

（国税通則法７０条）、除斥期間を徒過した場合においても租税特別措置法３７条の３

を適用して課税することは、国税通則法７０条の制度趣旨に反し、許されないという

べきである。 

（オ）本件父による本件土地１の譲渡は、租税特別措置法３７条１項の要件を満たしていな

いので、昭和６２年分で課税されるべきキャピタル・ゲインに対する抽象的租税債務

は繰り延べられないところ、これに対する国税の徴収権は、既に時効により消滅して
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いるので（国税通則法７２条）、被控訴人が繰り延べられたと主張するキャピタル・ゲ

インに対する租税債務自体が存在せず、租税特別措置法３７条の３によって課税すべ

きとする前提を欠く。」 

（13）原判決２５頁２２行目の「（エ）」を「（カ）」と改める。 

（14）原判決２９頁４行目の「合理性なもの」を「合理性のあるもの」と改める。 

（15）原判決５８頁７行目以降の各「別紙８」をいずれも「原判決別紙８」と改める。 

（16）原判決５８頁２３行目以降の各「別紙９」をいずれも「原判決別紙９」と改める。 

（17）原判決６０頁１６行目以降の各「別紙１１」をいずれも「原判決別紙１１」と改める。 

（18）原判決６６頁２３行目以降の各「別紙１２」をいずれも「原判決別紙１２」と改める。 

（19）原判決６８頁 1 行目以降の各「別紙１３」をいずれも「原判決別紙１３」と改める。 

（20）原判決７０頁２２行目以降の各「別紙１４」をいずれも「原判決別紙１４」と改める。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がなく、棄却するのが相当であると判断する。

その理由は、原判決を以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第３ 

当裁判所の判断」の１ないし３記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決３２頁１９行目から２０行目にかけての「課税の繰延べをすべきとはいえない」を

「課税の繰延べ効果は発生しない」と改める。 

（２）原判決３２頁２１行目の「できないこと」の後に「、⑤租税特別措置法３７条１項の要件

を満たさないにもかかわらず、これを満たすものとして確定申告書が提出された場合、これ

を是正するための更正処分は除斥期間内に行わなければならないが（国税通則法７０条）、

除斥期間を徒過した場合においても租税特別措置法３７条の３を適用して課税することは、

国税通則法７０条の制度趣旨に反し、許されないこと、⑥本件父による本件土地１の譲渡は、

租税特別措置法３７条１項の要件を満たしていないので、昭和６２年分で課税されるべきキ

ャピタル・ゲインに対する抽象的租税債務は繰り延べられないところ、同キャピタル・ゲイ

ンに対する国税の徴収権は、既に時効により消滅しているので、租税債務自体が存在せず、

租税特別措置法３７条の３による課税の前提を欠くこと」を加える。 

（３）原判決３４頁１６行目の「さらに、」を「上記④については、」と改める。 

（４）原判決３４頁２４行目の「同項」を「同法３７条１項」と改める。 

（５）原判決３５頁１行目の末尾に、以下のとおり加える。 

「控訴人らは、同法３７条１項の要件を満たしていない場合は、課税の繰延べ効果は生じな

い旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者が租税特別措置法３７条１項の規定の適用

を受ける旨の確定申告書を提出した場合は、当該納税者はこれによって同項の適用を受け、

課税の繰延べ効果が生じるというべきであり、控訴人らの主張は理由がない。 

上記⑤については、国税通則法７０条により許されないのは、本件父が、本件土地１の譲

渡に係る昭和６２年分の分離長期譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法３７条１項の規

定の適用を受けたことに対して、同項の適用を否認して昭和６２年分の所得税を追徴課税す

ることであり、本件父が、同法３７条１項の要件を満たすとする確定申告書を提出し、同項

の規定の適用による課税の繰延べ効果を享受した後、本件資産が同法３７条の３第１項の柱

書きに規定する「第３７条第１項（括弧内略）の規定の適用を受けた者（括弧内略）の買換

資産」に該当するとして、同法３７条の３第１項の規定を適用することは、何ら国税通則法
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７０条の趣旨に抵触するものではないというべきである。 

上記⑥については、本件において課税の繰延べ効果が生じていることは、上記④について

の判断で説示したとおりである上、本件は、買換資産である本件資産によって生じた平成２

６年分の譲渡所得を課税対象とするものであって、本件土地１によって生じた昭和６２年分

の譲渡所得を課税対象とするものではないから、国税の徴収権の消滅時効は問題にはならず、

控訴人らの主張は失当である。」 

（６）原判決３６頁３行目の「受けた」の次に「者」を加える。 

（７）原判決３９頁２０行目の「調査事績」を「調査実績」と改める。 

  ２ 結論 

以上によれば、控訴人らの請求はいずれも理由がないので、これらを棄却するのが相当であ

るところ、これと同旨の原判決は相当であるので、控訴人らの控訴をいずれも棄却すること

として、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第５民事部 

裁判長裁判官 木納 敏和 

裁判官 和久田 道雄 

裁判官神野泰一は、差し支えのため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 木納 敏和 


